
 

 

機構２－４ 

公 売 財 産 明 細 書 

売却区分

番 号 
機構２－４ 

見 積 価 額 １，８００，０００円 

公売保証金 ２００，０００円 

公

売

財

産

の

表

示 

【土 地】 

所 在   新宮市熊野地二丁目 

地 番   ５５６２番６ 

地 目   宅地 

地 積   ８２．３６㎡ 

【土 地】 

所 在   新宮市熊野地二丁目 

地 番   ５５６２番１８ 

地 目   宅地 

地 積   ９．０８㎡ 

【建 物】 

所 在   新宮市熊野地二丁目 ５５６２番地６ 

家屋番号   ５５６２番６ 

種 類   居宅 

構 造   木造瓦葺２階建 

床 面 積   １階 ５０．５１㎡ 

       ２階 ３８．９２㎡ 

 

以上 登記簿による表示 

一括換価の方法により公売する 
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公

売

財

産

の

概

要 

【土地の概況等】 

●位 置 ・ 交 通 ：対象不動産は、ＪＲ紀勢本線「新宮」駅の南東方約９０

０ｍ（道路距離）に位置する。 

●付 近 の 状 況 ：対象不動産の存する地域は、戸建住宅を中心とした標

準住宅地域を形成している。近隣地域の北東方は、熊野

川河口に位置していることから原木市場、作業場、倉庫

等の木材関連の施設が多く見られる工業地域に隣接し

ている。 

危険・嫌悪施設等については特筆すべき事項はない。 

●公法上の規制等 ：非線引都市計画区域 

第２種住居地域 

(建ぺい率：６０％、容積率：２００％) 

●画 地 条 件：間口約６．５ｍ、奥行約１５ｍの標準的規模の長方形

画地で、接面道路と等高な平坦地である。 

●接面道路の状況 ：南東側で幅員約４ｍの舗装私道（位置指定第９６７号）

に接面する。 

●供 給 処 理 施 設：電気、上水道は整備済である。 

●埋蔵文化財の有無 ：対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していない。 

●地下埋設物の有無 ：現況建物の基礎等の地下構造物以外は、存しないもの

と思料される。 

●土壌汚染の有無 ：価格時点で新宮市には、土壌汚染対策法における「指

定区域」はない。また過去の住宅地図、閉鎖登記簿等か

ら土壌汚染対策法第３条に規定する有害物質使用特定

施設に相当する工場または事業所の敷地であった事実

は確認できなかった。周辺においても、届出を要する有

害物質の使用特定施設はない。 
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公

売

財

産

の

概
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【建物の概況等】 

●建 築 年 月 日：昭和５３年４月１０日新築（築後約４２年経過） 

●構 造：木造瓦葺２階建 

●用 途：居宅 

●規 模：１階 ５０．５１㎡ 

２階 ３８．９２㎡ 

延床面積：８９．４３㎡ 

●維持管理の状態 ：概ね良好である。 

●稼 働 の 状 況：占有者が居住中である。 

（※詳細は、「利用状況等」の項目参照） 

●有害物質の有無：建築年時、外観から判断して、吹付けアスベストの使用は

ないものと判断される。 

●特 記 事 項：現在の所有者による外壁塗装、内装床張替え、水回り等の

補修の対処的な修繕が行われているものの、建物全体の

経年相応の汚損、劣化、設備等の機能的陳腐化が認められ

る。 
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利

用

状

況

等 

【利用状況等（現況）】 

■対象不動産には、占有者が居住している。 

 

●建物使用貸借契約 

占 有 権 原：使用貸借と思われる     

契約等当事者  貸  主：本件対象不動産所有者 

借  主：占有者 

契約締結時期 ：不明 

契 約 の 目 的：住居  

期    間 ：不明 

 

 

■占有の時期・経緯、賃料の支払いの有無等から、買受人に対抗できないと判

断される占有と思料される。 

 

■占有者への聴取によると、対象不動産について、下記のとおり経年による劣

化箇所が多数あり、修理等を随時行っている状態であるとのこと。 

 ・外壁塗装 

・内装床張替え 

・トイレの便器破損、水漏れ 

・雨戸やシャッターの錆びつき、腐敗 

 ・また、土地について、製材所の跡地であるため、木くず等で埋め立てられ

ており、地盤が傾いたり、陥没している箇所がある模様。 
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そ

の

他

公

売

条

件 

●公売財産は一括して公売します。 

●買受人は、公売物件の明け渡し等について、占有者との協議を必要とし

ます。 

●境界の確定は、隣接地所有者と協議してください。 

●図面と現況が異なる場合は、買受代金納付時の現況を優先します。 

●公売財産の現況や権利関係、法的規制等は、公売財産明細書等の関係資

料のほか、登記簿等の公簿類、関係官庁、現地調査などで十分に内容を

ご確認のうえ、入札してください。 

なお、現地調査に当たっては、公売財産の所有者、占有者などの権利を

侵害しないように留意してください。現地確認は、必ずご自身で行って

ください。 

●図面、現況写真等は、おおよその位置を示すもので、現況と異なる場合

があります。 

●買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を

取得します。公売財産は、買受代金納付時の現況有姿で権利移転します。 

●和歌山地方税回収機構は、引渡しの義務を負いません。 

●公売財産上にある動産等は、公売の対象外です。 

●公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、占有者等の立退きなどは全て買受

人自身で行ってください。和歌山地方税回収機構は関与いたしません。 

●公売財産に隠れた瑕疵があっても、現所有者および和歌山地方税回収機

構に担保責任は生じません。 

●和歌山地方税回収機構は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権

利移転のみを行います。権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税な

ど）は買受人の負担となります。 

●公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札結果をもって行いま

す。 

●税の納付等により公売を中止することがありますので、入札前にご確認

ください。 
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所 在 地  

 

(注) 地図はおおよその場所を示しているので、公簿等により必ず現地確認を行ってください。 
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対 象 地  

 

法務局：旧土地台帳付属地図  
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対 象 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務局：地積測量図  



 

 

機構２－４ 

対 象 地  

 

 

 

法務局：建物図面・各階平面図  
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対 象 地  

 

 

 

法務局：建物図面・各階平面図  
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現 況 写 真 

（令和２年７月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。  
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現 況 写 真 

（令和２年７月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

（注）写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。  
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現 況 写 真 

（令和２年７月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

（注）写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。  
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現 況 写 真 

（令和２年７月時点） 

（注）写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。  
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現 況 写 真 

（令和２年７月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。
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